
委員を公募する附属機関等一覧（令和５年度以降の公募実績表） Ｒ６.10.1現在

附属機関等の名称 担当課 改正 公募実績 公募人数 応募人数 委嘱期間 周知方法

8.特別職報酬等審議会 

・利根町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民　7人以内

10.総合振興計画審議会

(1)　知識経験者　８名以内

(2)　各種団体等　４名以内

(3)　町民　４名以内

11.行政改革懇談会 

・８人以内をもって組織 １人 １人

（実際は，学識経験者１人，団体２人，町民２人）

12.男女共同参画推進委員会 

・１２人以内をもって組織

(1)　知識経験者　４人以内 ４人

(2)　各種団体等　４人以内

(3)　町民　４人以内

⑤

13.みんなのまち基本条例推進委員会
・委員の定数は１０人以内
（１）町民　４人以内
（２）学識経験を有する者　２人以内
（３）各種団体等の関係者　４人以内

政策企画課 R６.４月実施
２人 ０人 R６.７.１～

R８.３.３1

広報
HP

14.地域公共交通活性化協議会 （町民） （町民）

(1)　町民　２人以内 2人 ０人

(2)　地域公共交通の利用者の代表者　３人以内

(3)　学識経験者　１人

(4)　茨城運輸支局長又はその指名する者　１人

(5)　茨城県の職員　３人以内

(6)　一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体　３人

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体
１人

３人 ６人

(8)　町長が指名する町の職員　３人以内

(9)　その他町長が交通会議の運営上必要と認めた者　２人以内

再任により４名に委嘱

応募がなかったため，町長が選任し２名に委嘱

⑥ 政策企画課 R５.４月実施
R５.５.２９～
R７.３.３１

広報
HP

アプリ通知

　

町民の応募がなかったため，地域公共交通会議
の委員（町民）２名に再任により委嘱

(地域公共
交通の利用
者の代表
者)

(地域公共
交通の利用
者の代表
者)

④ 政策企画課
R５.４.１～
R７.３.３１

広報
HP

アプリ通知

③ 政策企画課 R６.３月実施
R６.１０.１～
R８.９.３１

広報
HP

アプリ通知

　

② 政策企画課 R５.４月実施 ４人 ５人
R５.７.２８～
R７.３.３１

その他

① 総務課 １人 審議終了まで 審議が必要な際に審議会を発足し，公募を行う

資料４



附属機関等の名称 担当課 改正 公募実績 公募人数 応募人数 委嘱期間 周知方法 その他

15.住民協働事業審査会 

・７人以内で組織する。

(1)　学識経験を有する者又は各種団体等の関係者

(2)　町職員 1人 1人

(3)　前各号に掲げるもののほか，町長が適

当と認める者

21.高齢者保健福祉・介護保険運営協議会 

・２０人以内をもって組織

(1)　保健医療関係者

(2)　福祉関係者

(3)　各種団体等代表者 ２人

(4)　公募による一般町民

22.地域福祉計画策定委員会 

・１４人以内の者をもって組織

(1)　学識経験者

(2)　住民組織代表者

(3)　福祉団体関係者

(4)　民生委員代表者 ２人 ０人

(5)　ボランティア関係者

(6)　福祉施設関係者

(7)　社会福祉協議会事務局職員

(8)　町民

29.高齢者の生活支援等を推進するためのネットワーク

・２４人以内をもって組織

(1)　介護サービス事業者の代表

(2)　福祉関係団体の代表

(3)　ボランティア団体の代表 1人

(4)　住民の代表

(5)　行政機関の代表

(6)　その他町長が必要と認める者

30.子ども・子育て支援会議 

(1)　学識経験者

(2)　各種団体等の代表者

(3)　一般町民

０人
Ｒ５.８.１～
Ｒ７.８.３１

回覧
HP

応募がなかったため，町長が選任し２名に委嘱⑪
子育て
支援課

条例施行
R６.４.１

Ｒ５.４月実施 ２人

【公募１人】R7年度に会議開催予定
※要綱改正の検討結果
・１０名以内をもって組織
（１）介護サービス事業者の代表…②
（２）福祉関係団体の代表者…③
（３）ボランティア団体の代表者…③
（４）住民の代表…①
（５）行政機関の代表…①

※○内数字は想定した人数

（住民の代
表者）

R６.８.１～計
画策定完了
の日まで)
R８.３月予定

広報
HP

応募がなかったため，町長が選任し２名に委嘱

※Ｒ６.１２月公募予定
【周知方法予定】
12月号広報・HP・アプリプッシュ通知

⑨ 福祉課 要綱改正
R６.４月

R６.７月実施

⑧ 福祉課
要綱改正
R６.６月

⑩ 福祉課
要綱改正
（予定）日

協議体発足時
に改正予定

⑦ 政策企画課
要綱改正
R５.５月

R５.８月実施
R５.１１.１～
R６.１０.３１

広報
HP Ｒ６.１０.３１までの任期後は再任予定



附属機関等の名称 担当課 改正 公募実績 公募人数 応募人数 委嘱期間 周知方法 その他

32.健康づくり推進協議会 

・２６人以内で組織

(1)　関係行政機関の代表者

(2)　医療保健関係者

(3)　健康づくり関係団体の代表者

(4)　町職員

34.空家等対策協議会 

・１４人以内で組織

(1)　町議会議員

(2)　区長会役員

(3)　弁護士

(4)　司法書士

(5)　法務局職員

(6)　宅地建物取引士

(7)　建築士

(8)　大学教員

(9)　地区から各1人(文地区，布川地区，文間地区，東文間地区）

35.下水道事業運営協議会 

・１２人以内

(1)　学識経験者及び受益者代表 ４人 ３人

(2)　前号に掲げる者のほか，町長が特に必要と認める者

36.廃棄物減量等推進審議会 

・１５人以内をもって組織

(1)　町民

(2)　知識経験者 ６人 １人

(3)　町内団体の代表者

(4)　その他町長が必要と認める者

37.環境保全施設整備審議会 

・定数は３０人以内

(1)　町議会議員

(2)　学識経験者 ８人

(3)　町民代表者

(4)　行政関係者

⑰

38.環境審議会
・委員の定数は１４人以内
(1)　町民
(2)　学識経験者
(3)　各種団体の代表者

生活環境課
R５.１１月実施

８人（各地区
２名） ２名

広報
HP

【公募８人】未設置のため発足時に公募する予定
※ごみ処理場が設置に関する会議

２名に審議会（R６.１２月）で委嘱予定
（残り６名は町長が選任し委嘱）

⑯ 生活環境課

⑮ 生活環境課 R５.５月実施
R５.８.３～
R７.８.２

広報
HP

公募により１名応募があったが，５名は町長が選
任し６名の町民の方に委嘱するが,１名死亡により
現在は５名に委嘱中

（受益者代
表）

（受益者代
表）

広報
HP

３名応募があり，３名に委嘱
残り１名はR７.４月に１名区長会から町長任命の予
定

⑭ 生活環境課 R６.７月実施

４人
R４.１１.１～
R６.10.３１

Ｒ６.１０.３１までの任期後は，再任予定

※R７.２月公募予定
それに間に合うよう規則を改正予定
【周知方法予定】
１月号広報・HP・アプリプッシュ通知

３人

⑬ 生活環境課

⑫
保健福祉
センター



附属機関等の名称 担当課 改正 公募実績 公募人数 応募人数 委嘱期間 周知方法 その他

39.国民健康保険運営協議会 

(1)　被保険者を代表する委員　４人

(2)　保険医又は保険薬剤師を代表する委員　４人

(3)　公益を代表する委員　４人

40.医療審議会

・１０人をもって組織

(1)　医師　１人

(2)　町議会議員　３人

(3)　区長　２人 １人

(4)　学識経験者　２人

(5)　一般住民の代表者　１人

(6)　町職員　１人

45.農業委員会 

・定数は，８名以内

推薦を受ける者及び募集に応募する者は，農業に関する識見を有し，

農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の

所掌に属する事項に関し，その職務を適切に行うことができる者

47.農業委員会（農地利用最適化推進委員） 

・定数は，１２名以内

推薦を受ける者及び募集に応募する者は，農業に関する識見を有し，

農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の

所掌に属する事項に関し，その職務を適切に行うことができる者

49.都市計画審議会 

(1)　学識経験のある者　５人以内

(2)　町議会の議員　３人以内 ３人

(3)　町の職員　３人以内

(4)　町民　３人以内

54.町立学校給食運営協議会 

(1)　学校長

(2)　PTA代表

(3)　学校の栄養士

(4)　学校の調理師(ただし，各学校における定員は１名とし，毎年４月１日 １人 １人

に学校長が指名する者)

(5)　学校教育課長

(6)　町民

広報
HP

R６.８.１～
R７.７.３１㉓ 学校教育課

要綱改正
R６.４月

R６.６月実施

令和８年度公募実施予定

Ｒ５.３.１～
R７.３.３１

※R７.１月公募予定
【周知方法予定】
１月号広報・HP・アプリプッシュ通知

㉒
まち未来
創造課

１１人 Ｒ５.３.１～
R７.３.３１

広報
HP

Ｒ６.８.１～
Ｒ８.８.３１

㉑ 農業政策課 １２人

審議が必要な際に審議会を発足し，公募を行う

⑳ 農業政策課 R６.９月実施 ８人

Ｒ３.９.１～
Ｒ７.９.３０

R３年公募時，応募がなかったため，町長が選任し
４名に委嘱

⑲
保健福祉
センター

⑱ 保険年金課 ４人



附属機関等の名称 担当課 改正 公募実績 公募人数 応募人数 委嘱期間 周知方法 その他

55.小中学校適正配置等調査検討委員会 

・委員１０人以内をもって組織

(1)　学識経験を有する者

(2)　小中学校の学校長 １人

(3)　小中学校の児童又は生徒の保護者

(4)　その他教育委員会が適当と認める者

㉕

63.学校運営協議会
・委員の定数は２０人以内
（１）町立小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者
（２）町民
（３）町立小中学校の校長
（４）学識経験者
（５）町立小中学校の運営に資する活動を行う者
（６）関係行政機関の職員

指導課
R６.１月実施

２人 ３人
R６.４.１～
R７.３.３１

広報
HP

66.図書館協議会 

・定数は，１０名以内

学校教育及び社会教育の関係者，家庭

教育の向上に資する活動を行う者並びに

学識経験のある者

68.生涯学習施設運営協議会 

・委員１０人以内で組織

(1)　学校及び社会教育関係機関の代表者

(2)　各種団体の代表者 １人 １人

(3)　学識経験者

(4)　前3号に掲げる者のほか委員会が適当と認める者

69.歴史民俗資料館運営委員会 

・委員の定数は，７人

(1)　町議会議員

(2)　社会教育委員

(3)　文化財保護審議委員 １人 ２人

(4)　学識経験者

(5)　その他教育委員会が必要と認めるもの

76.国際交流促進協議会 

・会長及び委員１６人以内で組織

町職員及び町民の中から委嘱 １人

【公募１人】協議会発足時に1名公募予定
※現在は未設置であるが，令和８年に協議会発足
予定

R６.４.１～
R８.３.３１

広報

㉙ 生涯学習課

㉘ 生涯学習課 R６.２月実施

２人 ４人

㉗ 生涯学習課 R６.２月実施

※R７.１月公募予定
【周知方法予定】
広報・HP・アプリプッシュ通知

㉖ 生涯学習課
条例改正日
（R６.４.１）

R６.４月実施
R６.６.１～
R８.５.３１

広報
HP

アプリ通知
館内ポスター
チラシ

R６.４.１～
R８.３.３１

広報
HP

アプリ通知

報告又は提
言した日まで

現在，解散しているため，委員会発足時に公募予
定

㉔ 学校教育課



附属機関等の名称 担当課 改正 公募実績 公募人数 応募人数 委嘱期間 周知方法 その他

77.青少年問題協議会 

　・会長及び委員若干人で組織

学識経験者以外の定めなし

学識経験がある者として任命された委員の任期は２年

（所掌事務）

１　青少年の指導，育成，保護及び矯正に関する総合的施策の樹立 １人

につき必要な重要事項を調査審議すること。

２　青少年の指導，育成，保護及び矯正に関する総合的施策の適切

な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図る

こと。

【公募１人】協議会発足時に公募1名予定（現在は
未設置）
※発足した際には，利根町青少年問題協議会設
条例により，学識経験者１人を公募する。

㉚ 生涯学習課


